
て
い
ま
す
の
で
、
気
軽
に
相
談
し
て
く

だ
さ
い
。

相
談
名
＝
も
め
ご
と
・
な
や
み
ご
と
・

苦
情
相
談

日
時
＝
10
月
20
日（
月
） 

午
前
10
時
〜

午
後
3
時

会
場
＝
市
役
所
2
階
2
0
1
会
議
室

費
用
＝
無
料

　

千
葉
行
政
評
価
事
務
所
行
政
相
談
課

で
も
、
行
政
相
談
苦
情
1
1
0
番（
☎

0
4
3
‐
2
4
4
‐
1
1
0
0
・
平
日
午

前
8
時
30
分
〜
午
後
5
時
）や
F
A
X

（
0
4
3
‐
2
4
6
‐
9
8
2
9
）、
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ（http://w

w
w
.soum

u.go.jp/
kanku/kanto/chiba.htm

l

）に
よ
り
、

行
政
相
談
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

※
く
わ
し
く
は
市
民
支
援
課
市
民
相
談

室︵
☎
20
︲
1
5
0
7
︶へ
。

　

平
成
20
年
度
第
2
回「
成
田
市
ま
ち

づ
く
り
茶
論
」が
8
月
21
日（
木
）、
市

役
所
中
会
議
室
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　

今
回
は「
ま
ち
づ
く
り
へ
の
市
民
参

加
」を
テ
ー
マ
に
、
市
民
参
加
型
の
ま

ち
づ
く
り
を
進
め
る
た
め
に
は
何
を
す

べ
き
か
、
日
ご
ろ
か
ら
各
地
区
の
行
事

を
始
め
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
活
動
に
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
い

る
団
体
が
参
加
し
、
意
見
交
換
を
行
い

ま
し
た
。

　
「
市
民
が
窓
口
に
来
る
の
を
待
つ
だ

◦
1
月
22
日（
木
）…「
農
業
に
期
待
す

る
も
の
」

◦
2
月
19
日（
木
）…「
子
育
て
に
お
け

る
学
校
、
家
庭
、
地
域
の
役
割
」

※
く
わ
し
く
は
市
民
支
援
課
市
民
相
談

室︵
☎
20
︲
1
5
0
7
︶へ
。

　

市
で
は
、
街
路
樹
の
害
虫
防
除
を
定

期
的
に
行
っ
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
被
害
を
最
小
に
抑
え
る
た

め
に
は
、
害
虫
を
早
期
に
発
見
し
防
除

す
る
こ
と
が
必
要
で
す
。
街
路
樹
の
葉

に
異
変
や
害
虫
を
発
見
し
た
場
合
は
、

道
路
維
持
課
ま
で
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

※
く
わ
し
く
は
同
課︵
☎
20
︲
1 

5 

5 

1
︶へ
。

　

敷
地
か
ら
道
路
上
へ
伸
び
た
樹
木
の

枝
が
車
道
や
歩
道
を
覆
っ
て
い
る
光
景

は
、
住
宅
街
で
も
農
村
部
で
も
よ
く
見

受
け
ら
れ
ま
す
。
車
道
や
歩
道
に
伸
び

「
ま
ち
づ
く
り
へ
の
市
民
参
加
」

を
テ
ー
マ
に

成
田
市
ま
ち
づ
く
り
茶
論

た
枝
は
、
車
の
運
転
や
自
転
車
、
歩
行

者
の
通
行
の
妨
げ
と
な
り
、
思
わ
ぬ
事

故
を
引
き
起
こ
す
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

枝
の
剪せ

ん

定て
い

や
垣
根
の
刈
り
込
み
な

ど
、
所
有
者
は
適
正
な
管
理
を
お
願
い

し
ま
す
。
剪
定
し
た
枝
は
、
ご
み
収
集

袋（
燃
や
せ
る
ご
み
）に
入
れ
集
積
所
へ

出
し
ま
し
ょ
う
。

※
く
わ
し
く
は
道
路
維
持
課︵
☎
20
︲

1
5
5
1
︶へ
。

　

10
月
20
日（
月
）〜
26
日（
日
）は
、「
秋

季
行
政
相
談
強
調
週
間
」で
す
。

　

国
か
ら
委
嘱
を
受
け
た
行
政
相
談
委

員
が
、
国
の
行
政
機
関
な
ど
の
仕
事
に

つ
い
て
、
皆
さ
ん
か
ら
の
要
望
や
意
見

を
聴
き
解
決
の
促
進
を
図
り
ま
す
。

　

人
権
擁
護
委
員
に
よ
る
相
談
も
行
っ

け
で
は
な
く
、地
域
に
足
を
運
ぶ
べ
き
」

「
行
政
へ
意
見
や
要
望
を
し
て
も
、
そ

れ
が
ど
の
よ
う
に
市
政
に
反
映
さ
れ
て

い
る
の
か
、
分
か
ら
な
い
」な
ど
、
行

政
側
の
積
極
的
な
P
R
や
行
動
を
求
め

る
意
見
や
、「
行
政
に
お
膳
立
て
し
て

も
ら
う
の
が
当
然
と
考
え
る
市
民
も
多

く
、
市
民
参
加
型
の
ま
ち
づ
く
り
を
進

め
る
た
め
に
は
、
市
民
と
行
政
が
も
っ

と
歩
み
寄
り
、
相
互
の
理
解
を
深
め
る

必
要
性
が
あ
る
」「
若
い
世
代
が
集
う
機

会
や
場
所
が
少
な
す
ぎ
る
」な
ど
の
意

見
が
あ
り
ま
し
た
。

　

意
見
交
換
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
市

民
支
援
課
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（http://

w
w
w
.city.narita.chiba.jp/sisei/

sosiki/shien/index.htm
l

）お
よ
び

行
政
資
料
室（
市
役
所
1
階
）で
会
議
録

を
公
開
し
て
い
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
ご
覧

く
だ
さ
い
。

今
後
の
茶
論
の
予
定

◦
11
月
20
日（
木
）…「
介
護
予
防
と
市

民
の
健
康
増
進
に
つ
い
て
」

市民参加型のまちづくりを

街
路
樹
害
虫

早
期
発
見
に

ご
協
力
を

秋
季
行
政
相
談
強
調
週
間

気
軽
に

要
望
や
意
見
な
ど
を

伸
び
過
ぎ
た
樹
木

剪
定
な
ど
の

適
正
な
管
理
を

今月の納税

※ くわしくは①税務課（☎20-1513）、②
③保険年金課（☎20-1526）、④介護保
険課（☎20-1545）へ。

①市・県民税（第3期分）
②国民健康保険税（第4期分）
③後期高齢者医療保険料（第4期分）
④介護保険料（第4期分）

納期はいずれも10月16日（木）～31日（金）です。
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9
月
1
日
〜
11
月
30
日
に
、
安
心
ガ

ス
ラ
イ
フ
21
運
動
を
実
施
し
て
い
ま

す
。

　

ガ
ス
事
故
の
撲
滅
を
図
る
た
め
、
安

全
型
ガ
ス
設
備
・
機
器
の
普
及
を
促
進

し
、
安
全
装
置
の
付
い
て
い
な
い
ガ
ス

機
器
の
残
存
数
を
減
少
さ
せ
ま
す
。
ま

た
、
冬
季
ガ
ス
需
要
期
を
控
え
、
ガ
ス

機
器
の
安
全
使
用
の
周
知
活
動
を
行
っ

て
い
ま
す
。

ガ
ス
使
用
中
は
換
気
に
注
意
！

◦
台
所
の
ガ
ス
コ
ン
ロ
・
ガ
ス
小
型
湯

沸
器
な
ど
を
使
用
す
る
際
は
、
換

気
扇
を
回
す
か
窓
を
開
け
る
。
換

気
不
良
な
ど
で
不
完
全
燃
焼
を
起

こ
す
と
大
変
危
険

機
会
に
取
り
付
け
を

　

都
市
ガ
ス
を
使
用
し
て
い
る
家
庭
で

ガ
ス
臭
い
と
き
は
、
休
日
夜
間
を
問
わ

ず
千
葉
ガ
ス
へ
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

※
く
わ
し
く
は
千
葉
ガ
ス
成
田
支
社

︵
☎
26
︲
2
1
5
1
︶へ
。

　

瓶
・
缶
は
、
ご
み
処
理
施
設
で
機
械

や
作
業
員
の
手
に
よ
り
選
別
さ
れ
、
資

源
化
さ
れ
て
い
ま
す
。

◦
ガ
ス
ス
ト
ー
ブ
を
使
用
す
る
際
は
、

30
分
に
1
回
、
窓
や
ド
ア
を
開
け
、

換
気
す
る

う
っ
か
り
ミ
ス
も
し
っ
か
り
ガ
ー
ド
す

る
セ
ー
フ
テ
ィ
ー
ガ
ス
機
器
を

◦
不
完
全
燃
焼
防
止
装
置
付
き
の
ガ
ス

小
型
湯
沸
器
・
ガ
ス
ス
ト
ー
ブ
な

ら
、
不
完
全
燃
焼
を
起
こ
す
前
に

ガ
ス
を
ス
ト
ッ
プ

◦
天
ぷ
ら
油
火
災
と
煮
こ
ぼ
れ
な
ど
に

よ
る
ガ
ス
の
流
出
防
止
に
は
、
温

度
調
整
機
能
・
立
ち
消
え
安
全
装

置
付
き
ガ
ス
テ
ー
ブ
ル
が
安
心

万
一
の
ガ
ス
漏
れ
に
は
、
火
災
警
報
機

能
付
き
都
市
ガ
ス
警
報
器
を

◦
火
災
・
ガ
ス
漏
れ
・
不
完
全
燃
焼
を

検
知
。
1
台
3
役
の
警
報
器
が
24

時
間
監
視

◦
住
宅
用
火
災
警
報
器
の
取
り
付
け
が

義
務
化
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の

　

キ
ャ
ッ
プ
が
付
い
た
ま
ま
排
出
さ
れ

る
と
、
選
別
に
支
障
を
き
た
し
、
中
身

が
こ
ぼ
れ
る
な
ど
衛
生
上
も
好
ま
し
く

あ
り
ま
せ
ん
。

成
田
地
区
の
瓶
・
缶
の
出
し
方

　

キ
ャ
ッ
プ
を
外
し
、
中
身
を
空
に
し

て
水
で
中
を
軽
く
す
す
ぎ「
ビ
ン
・
カ

ン
・
ガ
ラ
ス
」（
赤
色
の
指
定
袋
）へ
、

王
冠
・
金
属
キ
ャ
ッ
プ
は「
金
物
・
陶

磁
器
類
」（
黄
色
の
指
定
袋
）へ
、
プ
ラ

ス
チ
ッ
ク
キ
ャ
ッ
プ
は「
ビ
ニ
ー
ル
・

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
」（
白
色
の
指
定
袋
）

へ
分
別
し
て
く
だ
さ
い
。

下
総
・
大
栄
地
区
の
瓶
・
缶
の
出
し
方

　

同
様
に
し
て「
ビ
ン
・
カ
ン
」（
黄
色

の
指
定
袋
）へ
、
王
冠
・
金
属
キ
ャ
ッ

プ
は「
不
燃
ご
み
」（
赤
色
の
指
定
袋
）

へ
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
キ
ャ
ッ
プ
は「
可

燃
ご
み
」（
緑
色
の
指
定
袋
）へ
分
別
し

て
く
だ
さ
い
。

※
く
わ
し
く
は
ク
リ
ー
ン
推
進
課︵
☎

20
︲
1
5
3
0
︶へ
。

　

10
月
は
、
労
働
保
険
適
用
促
進
月
間

で
す
。

　

労
働
保
険（
労
災
保
険
・
雇
用
保
険
）

は
、
労
働
者
が
安
心
し
て
働
く
た
め
の

も
の
で
す
。
農
林
水
産
業
の
使
用
労
働

者
5
人
未
満
の
個
人
事
業
を
除
き
、
労

働
者
を
一
人
で
も
使
用
す
る
事
業
主

は
、
労
働
保
険
徴
収
法
に
よ
り
労
働
保

険
に
加
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

に
な
っ
て
い
ま
す
。

労
災
保
険

　

労
働
者
が
、
業
務
災
害
や
通
勤
災
害

を
被
っ
た
と
き
に
、
療
養
補
償
や
休
業

補
償
な
ど
の
必
要
な
保
険
給
付
を
行
う

制
度
で
す
。

雇
用
保
険

　

労
働
者
が
失
業
し
た
場
合
の
生
活
保

障
、
失
業
の
予
防
お
よ
び
雇
用
の
安

定
・
改
善
を
図
る
た
め
必
要
な
給
付
を

行
う
制
度
で
す
。

　

い
ず
れ
も
事
業
主
に
加
入
す
る
こ
と

が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
未
手
続

き
の
事
業
主
は
至
急
、
加
入
手
続
き
を

し
て
く
だ
さ
い
。

※
く
わ
し
く
は
千
葉
労
働
局︵
☎

0
4
3
︲
2
2
1
︲
4
3
1
7
︶へ
。

安
心
ガ
ス
ラ
イ
フ
21
運
動

事
故
の
撲
滅
を

瓶
・
缶
の
ご
み
の
出
し
方

キ
ャ
ッ
プ
を
外
し
て

分
別
を

労
働
保
険
適
用
促
進
月
間

安
心
し
て

働
け
る
よ
う
に

（9月16日～30日）

市 長 日 誌

表参道入口モニュメントの完成を喜ぶ小泉市長

16日 市議会建設水道常任委員会
  市議会新駅・基幹交通網整備促進特別

委員会
17日 市議会新清掃工場整備特別委員会
 市議会教育民生常任委員会
18日 市議会経済環境常任委員会
 国民体育大会出場選手成田市壮行会
 航空機事故消火救難総合訓練全体会議
  三郡市歯科医師会航空機災害対策協議

会講演会
19日 市議会総務常任委員会
22日 成田市産業まつり実行委員会
24日  ニュージーランドフォクストン青少年訪

日団表敬訪問
25日 9月定例市議会閉会
27日 成田市農業大使委嘱状交付式
 表参道入口モニュメント除幕式
 成田市赤十字奉仕団1日赤十字
  明治大学・成田社会人大学フィールド

ワーク全体懇親会
28日 成田ワールドミュージックフェス2008
 豊住地区運動会
29日 成田市男女共同参画計画推進懇話会

11 広報なりた2008.10.15　☎／市外局番の記載のないものは「0476」です



i

駅
周
辺
で

ク
リ
ー
ン
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

放
置
自
転
車

　

10
月
1
日
か
ら
11
月
30
日
ま
で
、
県

下
一
斉
に「
駅
前
放
置
自
転
車
ク
リ
ー

ン
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
」が
実
施
さ
れ
ま
す
。

駅
前
利
用
者
や
緊
急
車
両
の
通
行
の
妨

げ
と
な
る
放
置
自
転
車
。
一
人
一
人
が

マ
ナ
ー
を
守
り
、
放
置
自
転
車
を
無
く

し
ま
し
ょ
う
。

ち
ょ
っ
と
だ
け
が
み
ん
な
の
迷
惑
に

　

放
置
自
転
車（
原
付
も
含
む
）は
、
道

路
な
ど
に
乗
り
捨
て
ら
れ
て
い
る
自
転

車
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
通
勤
・
通

学
の
た
め
に
、
駅
前
広
場
や
歩
道
な
ど

駐
輪
場
以
外
の
場
所
に
一
日
中
置
き
っ

放
し
に
な
っ
て
い
る
自
転
車
も
含
ま
れ

ま
す
。

　

手
軽
な
交
通
手
段
と
し
て
多
く
の
人

に
利
用
さ
れ
て
い
る
自
転
車
で
す
が
、

駅
前
広
場
や
歩
道
に
軽
い
気
持
ち
で
置

い
て
お
く
と
、
高
齢
者
や
障
が
い
者
の

歩
行
に
迷
惑
を
掛
け
る
だ
け
で
な
く
、

緊
急
時
に
は
車
両
の
通
行
の
妨
げ
に
も

な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

放
置
自
転
車
を
無
く
す
た
め
に

　

市
で
は
、
J
R
成
田
駅
・
京
成
成
田

駅
・
京
成
公
津
の
杜
駅
の
3
駅
周
辺
を

「
成
田
市
自
転
車
等
の
放
置
防
止
に
関

す
る
条
例
」に
よ
っ
て
放
置
禁
止
区
域

に
指
定
し
て
い
ま
す
。

　

放
置
禁
止
区
域
内
に
置
か
れ
た
自
転

車
に
は
、
警
告
書
な
ど
を
張
り
、
持
ち

主
に
移
動
す
る
よ
う
通
告
し
ま
す
が
、

そ
れ
で
も
放
置
さ
れ
た
ま
ま
の
場
合

は
、
強
制
的
に
撤
去
し
て
い
ま
す
。
昨

年
度
に
は
、
約
8
0
0
台
の
自
転
車
を

撤
去
し
ま
し
た
。

　

放
置
自
転
車
を
無
く
す
に
は
、
利
用

者
一
人
一
人
が
ル
ー
ル
と
マ
ナ
ー
を
守

る
こ
と
が
大
切
で
す
。

　
「
時
間
が
無
い
か
ら
」「
駐
輪
場
は
駅

か
ら
遠
い
か
ら
」な
ど
と
い
っ
て
自
転

車
を
放
置
せ
ず
に
、
必
ず
駐
輪
場
を
利

用
し
ま
し
ょ
う
。

※
く
わ
し
く
は
交
通
防
犯
課︵
☎
20
︲

1
5
2
7
︶へ
。

　

救
急
車
の
出
動
件
数
増
加
に
よ
り
、

通
報
か
ら
到
着
ま
で
の
時
間
が
遅
れ
、

救
え
る
命
を
救
え
な
く
な
る
恐
れ
が
高

ま
っ
て
い
ま
す
。

　

症
状
や
事
故
の
状
況
か
ら
、
急
い
で

病
院
で
の
処
置
が
必
要
と
思
っ
た
と
き

に
は
、
迷
わ
ず
1
1
9
番
通
報
を
し
て

く
だ
さ
い
。

　

し
か
し
、
症
状
に
よ
り
緊
急
性
が
な

い
場
合
に
は
、
自
家
用
車
な
ど
で
病
院

に
行
く
よ
う
に
皆
さ
ん
の
ご
理
解
と
ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

※
く
わ
し
く
は
消
防
本
部
警
防
課︵
☎

20
︲
1
5
9
2
︶へ
。

　

地
域
住
民
・
自
治
体
の
監
視
の
強
化

や
警
察
の
取
り
締
ま
り
な
ど
に
よ
り
、

大
規
模
な
不
法
投
棄
・
野
外
焼
却
な
ど

の
不
適
正
処
理
は
大
幅
に
減
り
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
小
規
模
な
捨
て
逃
げ
型
の

不
法
投
棄
や
野
外
焼
却
な
ど
は
後
を
絶

ち
ま
せ
ん
。

　

不
法
投
棄
・
野
外
焼
却
を「
し
な
い
」

「
さ
せ
な
い
」「
許
さ
な
い
」と
い
う
気
持

ち
で
、
わ
た
し
た
ち
の
ふ
る
さ
と
を
守

る
た
め
、
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

土
地
の
適
正
な
管
理
を

　

土
地
の
所
有
者
お
よ
び
管
理
者
は
、

次
の
こ
と
に
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

◦
土
地
や
倉
庫
を
貸
す
と
き
は
、
相
手

方
や
事
業
内
容
を
確
認
す
る

◦
土
地
の
賃
貸
借
契
約
は
、
内
容
を
確

認
し
た
上
で
必
ず
書
面
に
す
る

◦
道
路
か
ら
奥
ま
っ
た
土
地
や
人
目
に

つ
き
に
く
い
土
地
、
手
入
れ
の
行

き
届
か
な
い
土
地
な
ど
は
、
進
入

防
止
柵
や
不
法
投
棄
禁
止
な
ど
の

警
告
掲
示
板
の
設
置
を
す
る
ほ
か
、

巡
視
な
ど
土
地
所
有
者
と
し
て
必

要
な
措
置
を
す
る

野
外
焼
却
は
禁
止

　

木
く
ず
、
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
な
ど
の

廃
棄
物
を
、
法
律
に
適
合
し
た
焼
却
設

備
を
用
い
ず
に
焼
却
す
る
こ
と
は
禁
止

さ
れ
て
い
ま
す
。
野
外
焼
却
は
、
ダ
イ

オ
キ
シ
ン
な
ど
の
有
害
物
質
の
発
生
や

火
災
の
危
険
な
ど
が
あ
り
、
地
域
住
民

に
迷
惑
が
掛
か
る
の
で
や
め
ま
し
ょ
う
。

　

野
外
焼
却
が
許
さ
れ
る
の
は
次
の

ケ
ー
ス
な
ど
で
す
。

◦
震
災
、
風
災
害
、
火
災
な
ど
の
災
害

の
予
防
、
応
急
対
策
ま
た
は
復
旧

の
た
め
に
必
要
な
焼
却

◦
風
俗
習
慣
上
ま
た
は
宗
教
上
の
行
事

を
行
う
た
め
に
必
要
な
焼
却

◦
農
林
業
・
漁
業
を
営
む
た
め
に
や
む

を
え
な
い
も
の
と
し
て
行
わ
れ
る

焼
却

◦
た
き
火
な
ど
日
常
生
活
を
営
む
上
で

通
常
行
わ
れ
る
軽
微
な
焼
却

　

夜
間
・
休
日
の
緊
急
通
報
先
は
、
産

廃
・
残
土
ダ
イ
ヤ
ル（
☎
0
4
3
‐

2
2
3
‐
3
8
0
1
）で
す
。

※
く
わ
し
く
は
北
総
県
民
セ
ン
タ
ー

地
域
環
境
保
全
課
監
視
班︵
☎

0
4
3
︲
4
8
3
︲
1
1
3
8
︶、

市
環
境
対
策
課︵
☎
20
︲
1
5
3
2
︶

ま
た
は
成
田
警
察
署
生
活
安
全
課

︵
☎
27
︲
0
1
1
0
︶へ
。

徹
底
取
締
中

ス
ト
ッ
プ

不
法
投
棄
・
野
外
焼
却

救
急
出
動
増
加
中

救
え
る
命
を
救
う
た
め

正
し
い
利
用
を

一刻を争う人のために

広報なりた2008.10.15 12


